
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿No．

1 個人情報ファイルの名称

2 機関の名称

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

8 要配慮個人情報

9 経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する特別の手
続等

■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２1条第７項に
該当するファイル

■有　　□無

13 条例要配慮個人情報

14 備考

※保有個人情報に係る記録の場合、「個人情報ファイル」は「保有個人情報」と読み替える

10 開示請求等提出先
（名称）　政策部情報管理課

（所在地）〒185-8501　東京都国分寺市泉町2-2-18

内容

指導監察記録データファイル、違反建築物データファイル、アスベスト台帳
データファイル

国分寺市長

まちづくり部　建築指導課

パトロールや情報提供により把握した建築基準法及びこれに基づく条例等
の規定に違反する建築物（工作物及び建築物の敷地を含む。）について、関
係者等の状況を把握し、その是正に向けた指導・助言を効果的に実施するた
め

①建築主 （所有者）
1氏名、2住所、3電話番号、4建築物等に関する情報
②設計者 
1氏名、2住所、3電話番号、4資格情報、5設計図等
 ③工事施工者
1氏名、2住所、3電話番号
 ④陳情者　
1氏名、2住所、3電話番号

①建築主（所有者）  ②設計者  ③工事施工者  ④陳情者

本人から、自課保有公開情報、指定確認検査機関から、登記簿

含まない

国交省、東京都、警視庁

0982

12 個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含まない


